
市営住宅家賃減免要綱 

（目的） 

第 1 条 この要綱は、市営住宅条例（昭和３６年豊中市条例第２０号。以下「条例」とい

う。）第１２条及び同条例施行規則（昭和３６年豊中市規則第２２号。以下「市規則」と

いう。）第７条その他別に定めがあるもののほか、市営住宅の家賃の減免の実施について

必要な事項を定めるものとする。 

 

（減免の申込） 

第２条 条例第１２条各号に掲げる理由によって市営住宅の家賃の減免を受けようとする

者は、家賃減免申込書（様式１）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の家賃減免申込書には、収入を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付

しなければならない。 

 

（減免の決定） 

第３条 市長は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、申込人に

対し、承認する場合にあっては家賃減免決定通知書により、承認しない場合にあっては

家賃減免申込却下通知書により通知するものとする。 

２ 前項の承認には、条件を付すことができる。 

 

（減免を受けることができる者） 

第４条 市長は、第２条の申込書を受理した場合において、申込人が次の各号のいずれか

に該当するときは、これを承認するものとする。 

（１）条例第１１条第２項に規定する収入の認定後（同条第３項の規定により更正したと

きは、その更正後をいう。）において生じた事由を考慮して収入を再認定した場合にお

いて、当該再認定した収入に基づく家賃の額が、当該市営住宅の家賃の額未満となる

とき。 

（２）入居者の収入（公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。）第１条第３号に規

定する収入をいう。以下同じ。）が８０，０００円以下であるとき。 

（３）入居者又は同居者が、住宅扶助（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１４

条に規定する住宅扶助をいう。以下同じ。）の受給者で、支給される住宅扶助の額が当

該市営住宅の家賃の額に満たないとき。 

（４）入居者が、単身で市営住宅に居住し、かつ、住宅扶助の受給者である場合において、

当該入居者が入院のため当該住宅扶助を停止されたとき。 

（５）入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容

易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支



出すべき費用又は災害による損害額のうち市長が認定した額を、世帯収入（市長が認

める範囲の収入をいう。）から控除した額が月額８０，０００円以下であるとき。 

２ 前項第２号の規定は、当該入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する者のみ

である場合に限り、適用する。 

（１）就労している者 

（２）入居者又は同居者の配偶者等（配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情がある者その他婚姻の予約者含む。）又は性別が同一であって婚姻関係と異な

らない程度の実質を備える社会生活を営む関係として市長が定める関係にある者をい

う。） 

（３）６０歳以上の者 

（４）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校の学生、生徒又は児

童 

（５）義務教育就学前の者 

（６）所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第２８号に規定する障害者又は

同項第２９号に規定する特別障害者 

（７）医師により就労困難であると判定された者 

（８）生活保護法第６条第１項に規定する被保護者でない者 

（９）第４号、第６号及び第７号に準ずる者として市長が特に認めた者 

 

（減免を受けることができない者） 

第５条 前条の規定にかかわらず、申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長

は減免の承認をしないものとする。 

（１）入居者が、家賃又は駐車場使用料（以下「家賃等」という。）を滞納しているとき。 

（２）入居者が、公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第３２条第１項第１号及び第

３号から第５号までのいずれかに該当するとき。 

（３）入居者又は同居者が、市営住宅又は共同施設を適正に使用していないとき。 

（４）入居者又は同居者が、市営住宅の管理に関し市長が行う指導又は指示に従わないと

き。 

 

（減免額） 

第６条 市長は、第３条第１項の規定により家賃の減免を行う場合においては、次の各号

に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を減免するものとする。 

（１）第４条第１項第１号に該当する場合 当該市営住宅の家賃の額と再認定した収入に

基づく家賃の額との差額相当額 

（２）第４条第１項第２号及び第５号に該当する場合 次の表の左欄に掲げる入居者の収

入の区分に応じ、当該市営住宅の家賃の額に同表の右欄に掲げる率（以下「減免率」



という。）を乗じて得た額（その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額） 

入居者の収入 減免率 

０円の場合 ０．５ 

０円を超え２０，０００円以下の場合 ０．４ 

２０，０００円を超え４０，０００円以下の場合 ０．３ 

４０，０００円を超え６０，０００円以下の場合 ０．２ 

６０，０００円を超える場合 ０．１ 

（３）第４条第１項第３号に掲げる場合 当該市営住宅の家賃の額と支給される住宅扶助

の額との差額相当額 

（４）第４条第１項第４号に掲げる場合 当該市営住宅の家賃の全額 

 

（減免期間） 

第７条 市長は、第３条第１項の規定により家賃の減免を行う場合においては、第２条に

規定する家賃減免申込書を受理した日の属する月の翌月分の家賃から減免するものとす

る。 

２ 減免期間は、１年以内で市長が定める。 

 

（減免の取消し） 

第８条 市長は、第３条第１項の規定により家賃の減免の承認を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該減免の決定を取消すものとする。 

（１）偽りその他不正な行為により家賃の減免の承認を受けたとき。 

（２）第４条に規定する減免の理由が消滅したと市長が認めるとき。 

（３）入居者又は同居者が第５条第２号から第４号のいずれかに該当することとなったと

き。 

（４）家賃等の滞納月数が３月を超えたとき。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、減免決定取消対象者が次の各号の一に該当する場

合は、前項の取消しを行わない。 

（１）入居者又は同居親族が疾病当で３月以上の療育を要し、多額の出費を余儀なくされ

ているとき。 

（２）主たる生計維持者の死亡により家賃等の納付が困難であるとき。 

（３）不慮の災害により多額の出費を余儀なくされているとき。 

（４）誓約書等により納付の意思が確認できているとき。 

（５）その他家賃等を納付しないことにつき特別の事情があると認められるとき。 

３ 第１項の取消しは、家賃減免決定取消通知書により通知するものとする。 

４ 家賃減免決定取消後の家賃額は、前項の通知日の属する月の翌月の家賃から適用する



ものとする。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１０年４月１日から適用する。 

２ 平成１０年５月３１日までに家賃減免申込書を受理したものについては、第７条第１

項の規定にかかわらず、市長は、平成１０年４月分の家賃から減免することができる。 

附 則（平成１３年４月１日一部改正） 

１ この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１８年１０月１日一部改正） 

１ この要綱は、平成１８年１０月１日から実施する。 

   附 則（平成２７年４月１日一部改正） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

   附 則（平成２８年９月２０日一部改正） 

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から実施する。 

   附 則（平成３０年２月１４日一部改正） 

１ この要綱は、平成３０年２月１４日から実施する。 

附 則（令和２年１０月１日一部改正） 

１ この要綱は、令和２年１０月１日から実施する。 

附 則（令和４年３月３１日一部改正） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 前項の施行日前にした手続きその他の行為は、施行後の要綱の相当規定によってした

ものとみなす。 

附 則（令和５年３月３０日一部改正） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 前項の施行日前にした手続きその他の行為は、施行後の要綱の相当規定によってした

ものとみなす。 

附 則（令和７年４月１日一部改正） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 前項の施行日前にした手続きその他の行為は、施行後の要綱の相当規定によってした

ものとみなす。 

 



（　様式１　）

（あて先）　豊中市長

市営住宅条例第12条の規定に基づき、

家賃の減免を申し込みします。

(入居者全員について記載してください)

給与

年金（　　 　　） 　・　収入低額

事業・その他

給与 　・　その他

年金（　　 　　）

事業・その他

給与

年金（　　 　　）

事業・その他

給与

年金（　　 　　）

事業・その他

給与

年金（　　 　　）

事業・その他

給与

年金（　　 　　）

事業・その他

別居扶養親族
生年月日

連絡先
続 柄

電話番号(　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　)

備　　　　　　考

市営      　       　         　　    住宅      　 　      棟    　　           　号

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

T　　S　　H　　R

年　  月 　 日

年　  月 　 日

（勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

（勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

年　  月 　 日

（勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

年　  月 　 日

（勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

年　  月 　 日

（勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

年　  月 　 日

（名義人）

家  賃  減  免  申  込  書
年　　　　月　　　　日

入居者氏名

（℡　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　)

フ リ ガ ナ 生年月日
申込理由

入 居 者 氏 名 続 柄

年　  月 　 日

本人 （勤務先℡　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　）

勤務先・学年・無職等
を記入

所得の種別に

○印を記入
（年金の種類）

年間総収入金額

（事業の場合は
総所得金額） (円)


